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本資料は、経済産業省 公式の操作マニュアルの補助としてご使用ください。
入力作業を始める前に、必要な情報が揃っているかどうか、下記のご確認をお願いいたします。

●JPEA発⾏の「ログインID・パスワード」
●セキスイハイム発⾏の「契約書付帯のお⾒積書・明細」

※ ログインID・パスワードがご不明の場合は、JP-ACにお問い合わせください。

※ お見積書が手元にない場合は、お近くの窓⼝にお問合せください。

※ 発電容量が10kW未満の場合、運転費用は経済産業省から求められた際に報告してください。

セキスイハイムのオーナーサポート｜お近くの窓口▶

https://www.sekisuiheim-owner.jp/inquiry/



経済産業省「再生可能エネルギー電子申請」のホームページにアクセスしてください。 こちらのQRコードでアクセス
できますが、スマートフォンには
最適化されていません

ここを押して
操作マニュアル一覧へ

https://www.fit-portal.go.jp/



操作マニュアルのダウンロードページ下部にある「定期報告 操作マニュアル」を
押してください。

中略

こちらを押して
PDFをダウンロードしてください。

こちらのQRコードでアクセス
できますが、スマートフォンには
最適化されていません

https://www.fit-portal.go.jp/Manual



ダウンロードしていただいたマニュアル「定期報告 操作マニュアル（太陽光発電10kW未満）」（p.1～p.12 、p.27～
p.39 ）に従って申請してください。

▶



ログイン画面では、ログインID、パスワードの入力が必要となります。

ID、パスワードがご不明な場合は、JP-ACへお問合せください。

▶



ログイン後、マイページが表示されます。右上の「定期報告」をクリックして、定期報告の新規作成を
おこないましょう。

▶



「年」は、報告を⾏いたい年を（毎年1年ずつ増やす）
「月」は、運転を開始した月を（毎年同じ）
を入力します。

（例）2017年5月に運転開始した場合
●最初は「2017年5月」と入力
●翌年は「2018年5月」と入力



修繕費等、実際にかかった運転維持費がある場合には、その金額を入力してください。

※ 一般家庭の屋根上設置の場合は、ほとんどの項目で費用が発生することはありません。
総額 ０円で報告することもあります。



年間発電量、年間売電量を入力しましょう。
柵・塀の設置状況は、太陽光発電を屋根上設置している場合は、「講じていない」を選択しましょう。
メンテナンス実施内容は、「実施している」を選択しましょう。

屋根上設置の場合、柵塀は必要
ありませんので、「講じていない」を

選択してください。

電力モニター、HEMS等の実績値を
入力しましょう。

「実施している」を選択してください。



「自主点検」を選択すると、詳細項目が表示されますので、
「モニタリング」にチェックを入れてください。

※ 「モニタリング」は、電力モニターやモジュールパネル、パワーコンディショナの
目視で完了します。

「モニタリング」を
選択



細かい内容の申請が必要ですので、情報が不足している等の理由で申請完了できないケースも想定されます。
申請を中断する場合は、はじめからやり直しにならないよう「一時保存」ボタンをご活用ください。

前回の終了状態から再開できます。

※ 「一時保存」は、90日を過ぎると自動削除されます。



ご不明な点につきましては、内容によって下記いずれかの窓⼝にお問合せください。

②情報のご不明点に関して
（例）設置した機器の型番・金額がわからない
（セキスイハイム側でしかわからない製品に関する情報）

セキスイハイムのオーナーサポート｜お近くの窓口▶

①電子申請システム上のご不明点に関して
（例）何を選択したらいいのかわからない、入力システムでエラーが出る、ID・パスワードがわからない

太陽光発電設備の定期報告に
関するお問い合わせ窓口 ▶

https://www.sekisuiheim-owner.jp/inquiry/
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